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職
の
当
年
度
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
基
準
と
し
て
、
常
勤
職
員
の

給
与
の
改
定
時
期
に
準
ず
る
時
期
に
見
直
す
も
の
と
す
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
三
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
条
の
二
第
二
項
の
改

正
規
定
及
び
第
十
三
条
の
五
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中

「
第
十
八
条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
各
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
五　

二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第

三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
八

条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
二

項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
四
号

目

次

　

…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
医
療
政
策
部
救
急
災
害
医
療
課
）…	

一
三

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…	

一
五

規　
　
　

則
（
教
）

○
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
六

○
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
六

告　
　
　

示
（
消
）

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
七

規
　
　
　
則

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
条
例
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
常
勤
職
員
の
給
与
の
改
定
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
常
勤
職
員

の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
同
一
の
職
務
内
容
と
認
め
ら
れ
る

規　
　
　

則

○
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）…	

一

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施

　

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）…	
一

告　
　
　

示

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…

　

…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…	

一

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…	

二

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…（
同
）…	

六

○
東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…（
同
）…	

七

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
〇

○
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号
（
平
成
二
十
一

　

年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築
物
環

　

境
配
慮
指
針
）
の
全
部
改
正
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）…	

一
〇

○
救
急
医
療
機
関
の
認
定
及
び
協
力
申
出
の
撤
回
…
…
…
…

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
東
向
島
二
丁
目
二
十
二
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

事
業
組
合
の
名
称

東
向
島
二
丁
目
二
十
二
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
四
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

墨
田
区
東
向
島
二
丁
目
地
内

四　

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
号

令
和
五
年
四
月
十
四
日

五　

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六　

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 高層耐火 明石町アパート（４号棟） 中央区明石町2-4 34.3 3 29,600 64,200

一般都営 高層耐火 勝どき二丁目アパート（２号棟） 中央区勝どき2-9 42.0 1 36,900 76,600

一般都営 高層耐火 勝どき六丁目アパート（１号棟） 中央区勝どき6-6 51.2 1 45,100 101,500

一般都営 高層耐火 南青山一丁目アパート（６号棟） 港区南青山1-3 40.7 1 39,900 218,000

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（１８号棟） 新宿区戸山2-18 36.3 1 30,100 80,800

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（３０号棟） 新宿区戸山2-30 40.1 1 33,800 89,200

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（３３号棟） 新宿区戸山2-33 40.1 1 33,800 89,200

一般都営 中層耐火 戸山ハイツアパート（４号棟） 新宿区戸山2-4 38.3 1 32,500 79,800

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（２８号棟） 新宿区戸山2-28 43.3 1 37,100 81,000

一般都営 高層耐火 本駒込四丁目アパート（１５号棟） 文京区本駒込4-35 42.2 1 36,200 68,200

一般都営 高層耐火 清川二丁目アパート（３号棟） 台東区清川2-22 34.3 1 25,300 36,800

一般都営 高層耐火 文花一丁目アパート（３５号棟） 墨田区文花1-28 37.8 1 25,800 49,300

一般都営 高層耐火 白鬚東アパート（８号棟） 墨田区堤通2-6 59.7 2 43,700 68,900

一般都営 高層耐火 白鬚東アパート（５号棟） 墨田区堤通2-5 59.7 1 43,900 70,200

一般都営 高層耐火 白鬚東アパート（６号棟） 墨田区堤通2-5 59.7 1 43,900 70,200

一般都営 高層耐火 大島四丁目アパート（２号棟） 江東区大島4-21 51.2 1 42,300 80,300

一般都営 中層耐火 大島五丁目第２アパート（１５号棟） 江東区大島5-17 55.9 1 47,200 73,700

一般都営 中層耐火 亀戸七丁目アパート（９号棟） 江東区亀戸7-57 39.0 1 31,000 48,400

一般都営 高層耐火 亀戸七丁目アパート（１２号棟） 江東区亀戸7-57 42.2 1 34,400 54,000

一般都営 中層耐火 東砂一丁目第２アパート（２号棟） 江東区東砂1-5 42.3 3 34,000 55,200

一般都営 中層耐火 辰巳一丁目アパート（６６号棟） 江東区辰巳1-10 36.6 1 28,600 54,300

一般都営 中層耐火 辰巳一丁目アパート（７３号棟） 江東区辰巳1-10 33.4 1 26,100 52,600

一般都営 中層耐火 辰巳一丁目アパート（８０号棟） 江東区辰巳1-10 33.4 1 26,400 52,700

一般都営 中層耐火 辰巳一丁目アパート（８５号棟） 江東区辰巳1-10 33.4 1 26,100 52,600

一般都営 中層耐火 大島八丁目アパート（１号棟） 江東区大島8-42 33.7 2 25,700 32,800

一般都営 中層耐火 南砂五丁目アパート（３号棟） 江東区南砂5-24 33.4 1 26,000 45,500

一般都営 中層耐火 南砂五丁目アパート（１３号棟） 江東区南砂5-24 33.4 1 26,000 45,500

一般都営 高層耐火 越中島三丁目アパート（１４号棟） 江東区越中島3-2 37.8 1 30,500 43,500

一般都営 高層耐火 東砂二丁目アパート（２１号棟） 江東区東砂2-13 37.9 1 29,800 55,400

一般都営 高層耐火 南砂四丁目アパート（１号棟） 江東区南砂4-4 37.9 1 30,700 53,700

一般都営 高層耐火 南砂四丁目アパート（２号棟） 江東区南砂4-4 34.3 1 27,800 50,700

一般都営 高層耐火 南砂六丁目アパート（２号棟） 江東区南砂6-5 51.2 1 43,400 88,400

一般都営 高層耐火 白河一丁目アパート（１号棟） 江東区白河1-5 50.9 1 42,400 82,900
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 高層耐火 亀戸九丁目アパート（２号棟） 江東区亀戸9-33 51.2 1 42,600 72,000

一般都営 高層耐火 森下三丁目アパート（９号棟） 江東区森下3-13 54.0 1 45,100 83,500

一般都営 中層耐火 大森西三丁目第４アパート（２号棟） 大田区大森西3-10 51.2 1 43,100 77,800

一般都営 中層耐火 東六郷一丁目アパート（１１号棟） 大田区東六郷1-14 36.7 1 28,500 54,000

一般都営 高層耐火 矢口二丁目アパート（１６号棟） 大田区矢口2-21 36.5 2 28,800 41,400

一般都営 中層耐火 西糀谷二丁目第２アパート（４号棟） 大田区西糀谷2-26 42.3 1 34,700 61,500

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（２号棟） 大田区大森東1-31 59.6 1 49,900 89,400

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（６号棟） 大田区大森東1-36 59.6 2 49,900 89,400

一般都営 中層耐火 八幡山三丁目アパート（１７号棟） 世田谷区八幡山3-9 51.0 1 42,300 94,500

一般都営 中層耐火 弦巻五丁目アパート（２号棟） 世田谷区弦巻5-3 39.0 1 30,900 77,400

一般都営 中層耐火 喜多見二丁目アパート（５号棟） 世田谷区喜多見2-10 51.0 1 40,100 68,900

一般都営 中層耐火 喜多見二丁目アパート（８号棟） 世田谷区喜多見2-10 52.4 1 40,600 70,800

一般都営 中層耐火 喜多見二丁目アパート（９号棟） 世田谷区喜多見2-10 52.4 1 40,600 70,800

一般都営 高層耐火 渋谷東二丁目第２アパート（３６号棟） 渋谷区東2-25 34.4 3 30,500 85,100

一般都営 高層耐火 広尾五丁目アパート（１号棟） 渋谷区広尾5-7 37.9 1 35,700 103,600

一般都営 高層耐火 広尾五丁目アパート（２-２号棟） 渋谷区広尾5-7 34.3 3 32,300 100,600

一般都営 高層耐火 南台二丁目アパート（３号棟） 中野区南台2-29 41.5 1 31,000 57,600

一般都営 中層耐火 上井草四丁目アパート（２号棟） 杉並区上井草4-17 39.0 1 28,600 67,000

一般都営 中層耐火 浮間二丁目アパート（３号棟） 北区浮間2-26 59.6 1 48,300 97,500

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 42.2 1 33,500 55,000

一般都営 高層耐火 南千住二丁目アパート（１号棟） 荒川区南千住2-33 42.2 2 30,400 59,000

一般都営 高層耐火 新河岸一丁目アパート（３号棟） 板橋区新河岸1-3 51.2 1 38,300 70,500

一般都営 高層耐火 蓮根三丁目アパート（１号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 1 38,800 72,900

一般都営 中層耐火 平和台二丁目アパート（１号棟） 練馬区平和台2-45 55.9 1 44,700 101,400

一般都営 中層耐火 南田中アパート（３号棟） 練馬区南田中3-31 33.4 1 24,300 51,900

一般都営 中層耐火 南田中アパート（１０号棟） 練馬区高野台1-1 37.0 1 26,700 54,900

一般都営 中層耐火 南田中アパート（４３号棟） 練馬区石神井町1-1 37.0 1 26,700 54,900

一般都営 中層耐火 保木間五丁目アパート（２号棟） 足立区保木間5-29 59.6 1 42,400 76,500

一般都営 中層耐火 足立中央本町五丁目アパート（１号棟） 足立区中央本町5-15 48.1 1 35,000 68,200

一般都営 高層耐火 西保木間三丁目アパート（６号棟） 足立区西保木間3-6 34.3 1 23,600 39,400

一般都営 中層耐火 六月二丁目第２アパート（２号棟） 足立区六月2-25 48.1 1 34,500 63,000

一般都営 高層耐火 梅田三丁目アパート（２３号棟） 足立区梅田3-2 59.6 1 42,800 79,100

一般都営 中層耐火 弘道二丁目第２アパート（３号棟） 足立区弘道2-11 59.6 1 44,400 92,100

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（３号棟） 足立区南花畑5-15 33.4 1 22,400 39,500

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（６号棟） 足立区南花畑5-15 33.4 1 22,200 37,100

一般都営 中層耐火 保木間第４アパート（１４号棟） 足立区東保木間1-5 37.3 1 25,000 43,600

一般都営 中層耐火 竹の塚七丁目アパート（１３号棟） 足立区竹の7-16 33.4 1 22,600 39,300

一般都営 中層耐火 竹の塚七丁目アパート（１４号棟） 足立区竹の7-16 33.4 1 22,600 39,300

一般都営 中層耐火 西保木間四丁目アパート（７号棟） 足立区西保木間4-3 37.3 2 25,000 45,300

一般都営 高層耐火 千住元町アパート（２号棟） 足立区千住元町34 37.9 1 26,300 36,200

一般都営 高層耐火 千住元町アパート（３号棟） 足立区千住元町34 33.6 1 23,300 33,300

一般都営 高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１２号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 1 28,100 46,900

一般都営 中層耐火 花畑第４アパート（１５号棟） 足立区花畑8-5 36.4 1 24,000 38,300

一般都営 中層耐火 花畑第４アパート（１９号棟） 足立区花畑8-5 41.7 1 27,900 43,900

一般都営 高層耐火 舎人町アパート（１４号棟） 足立区舎人6-14 43.6 2 30,400 44,900

一般都営 中層耐火 中川二丁目アパート（２号棟） 足立区中川2-24 51.0 1 36,700 70,000

一般都営 高層耐火 足立加賀二丁目アパート（４号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営 高層耐火 足立加賀二丁目アパート（６号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営 高層耐火 東保木間一丁目アパート（４号棟） 足立区東保木間1-25 55.9 1 40,700 77,600

一般都営 高層耐火 青井三丁目第２アパート（１号棟） 足立区青井3-29 51.2 1 38,000 77,900

一般都営 中層耐火 南花畑五丁目第２アパート（１１号棟） 足立区南花畑5-8 59.6 1 43,700 86,700

一般都営 中層耐火 青戸三丁目第２アパート（１号棟） 葛飾区青戸3-24 59.6 1 44,600 90,900

一般都営 高層耐火 平井一丁目アパート（１１号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営 高層耐火 清新町二丁目アパート（４号棟） 江戸川区清新町2-8 59.2 1 47,100 97,900

一般都営 高層耐火 清新町二丁目アパート（４号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,500 93,000

一般都営 高層耐火 清新町二丁目第２アパート（１号棟） 江戸川区清新町2-2 74.9 1 61,700 121,400

一般都営 高層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３-４-６号棟） 八王子市南大沢3-4 61.4 1 35,800 80,900

一般都営 高層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３-４-７号棟） 八王子市南大沢3-4 61.4 1 35,800 80,900

一般都営 中層耐火 境五丁目アパート（４号棟） 武蔵野市境5-28 55.9 1 42,600 98,500

一般都営 中層耐火 上連雀七丁目第２アパート（４号棟） 三鷹市上連雀7-24 51.0 1 37,100 79,700

一般都営 中層耐火 上連雀九丁目第２アパート（１０号棟） 三鷹市上連雀9-33 51.0 1 37,700 83,600

一般都営 中層耐火 三鷹大沢四丁目アパート（１号棟） 三鷹市大沢4-21 55.8 1 41,100 86,100

一般都営 中層耐火 中原四丁目第１アパート（１号棟） 三鷹市中原4-17 42.3 1 29,700 49,700

一般都営 中層耐火 府中美好町二丁目アパート（１号棟） 府中市美好町2-4 51.0 1 28,600 65,500

一般都営 中層耐火 府中晴見町二丁目アパート（７号棟） 府中市晴見町2-18 58.1 1 35,700 87,800

一般都営 高層耐火 昭島玉川町アパート（１号棟） 昭島市玉川町1-8 42.6 1 20,100 48,800
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◉
東
京
都
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千
百
八
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六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
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七
号
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第

三
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第
二
項
並
び
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第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
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基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
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の
で
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第
三
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の
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す
る
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東
京
都
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池　

百
合
子

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 高層耐火 調布くすのきアパート（８号棟） 調布市国領町8-1 51.2 1 30,300 78,100

一般都営 中層耐火 調布富士見町四丁目第２アパート（３号棟） 調布市富士見町4-6 62.1 1 37,400 90,400

一般都営 中層耐火 町田中里橋アパート（６号棟） 町田市木曽西1-33 36.4 1 17,600 35,800

一般都営 中層耐火 成瀬アパート（２号棟） 町田市成瀬7-10 51.0 1 27,600 55,600

一般都営 中層耐火 成瀬アパート（４号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 30,200 60,900

一般都営 中層耐火 成瀬アパート（１１号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 30,200 60,900

一般都営 中層耐火 日野新井アパート（１３号棟） 日野市新井3-1 35.7 1 15,900 33,500

一般都営 中層耐火 東村山萩山町二丁目アパート（６号棟） 東村山市萩山町2-13 60.2 1 35,400 75,500

一般都営 中層耐火 西原町一丁目アパート（１号棟） 西東京市西原町1-7 64.2 1 39,500 92,000

一般都営 中層耐火 狛江アパート（２号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 18,000 45,800

一般都営 中層耐火 狛江アパート（２９号棟） 狛江市和泉本町4-7 33.4 1 16,500 45,800

一般都営 中層耐火 松山三丁目第２アパート（２２号棟） 清瀬市松山3-14 48.1 1 27,800 59,400

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-４-２号棟） 多摩市和田3-4 37.7 1 17,700 35,200

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-４-３号棟） 多摩市和田3-4 37.7 1 17,700 35,200

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-４-４号棟） 多摩市和田3-4 37.7 1 17,700 35,200

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-７-２号棟） 多摩市和田3-7 37.7 2 17,700 35,200
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◉
東
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都
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示
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百
八
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七
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東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
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第
七
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七
号
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第

三
条
第
二
項
及
び
第
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六
条
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項
第
三
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定
に
基
づ
き
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営
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宅
の
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用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
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の
使
用
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よ
う
に
変
更
し
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令
和
六
年
十
二
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一
日
か
ら
実
施
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、
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第
三
項
の
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六
年
十
一
月
二
十
九
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東
京
都
知
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池　

百
合
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名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

大
島
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

江
東
区
大
島
五
丁
目
五
十
三
番

中
層
耐
火　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

　
　
　

三
二
、
五
〇
〇
円

一
〇
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
七
、
九
〇
〇
円

一
二
五
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

四
四
、
九
〇
〇
円

一
四
八
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

同
右

三
戸

　
　
　

同
右

一
四
八
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

五
三
、
八
〇
〇
円

一
七
八
、
三
〇
〇
円

多
摩
湖
町
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
８
号
棟
）

東
村
山
市
多
摩
湖
町
一
丁
目
三
十

四
番
地
一

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

　
　
　

二
七
、
五
〇
〇
円

　

九
〇
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

　
　
　

三
二
、
一
〇
〇
円

一
〇
五
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

　
　
　

三
八
、
〇
〇
〇
円

一
二
四
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

四
五
、
五
〇
〇
円

一
四
九
、
五
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
八
号

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
条
例

第
百
三
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和

六
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数

（戸）
使用料

（円、月額／戸）

改良 高層耐火 白鬚東アパート（１８号棟） 墨田区堤通2-10 63.4 1 45,700

改良 高層耐火 東陽一丁目アパート（５号棟） 江東区東陽1-39 36.6 1 29,800

改良 中層耐火 阿佐ヶ谷北三丁目アパート（２５号棟） 杉並区阿佐谷北3-32 35.1 1 25,600

改良 中層耐火 浮間一丁目第２アパート（１号棟） 北区浮間1-12 48.1 1 38,700

改良 中層耐火 第４板橋富士見町アパート（１７号棟） 板橋区富士見町24-17 48.1 1 37,500

再開発 高層耐火 西大久保アパート（５号棟） 新宿区大久保3-9 43.9 1 37,300

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

地域特別賃貸住宅 高層耐火 浮間一丁目第３アパート（１号棟） 北区浮間1-15 68.18 34 91,200

地域特別賃貸住宅 高層耐火 浮間一丁目第３アパート（１号棟） 北区浮間1-15 69.27 1 92,700

地域特別賃貸住宅 高層耐火 浮間一丁目第３アパート（１号棟） 北区浮間1-15 69.61 34 93,200

地域特別賃貸住宅 高層耐火 浮間一丁目第３アパート（１号棟） 北区浮間1-15 70.39 1 94,200

地域特別賃貸住宅 高層耐火 浮間一丁目第３アパート（１号棟） 北区浮間1-15 70.91 2 94,900

地域特別賃貸住宅 高層耐火 東堀切二丁目第２アパート（７号棟） 葛飾区東堀切2-28 67.88 1 96,300

地域特別賃貸住宅 中層耐火 松江四丁目アパート（１４号棟） 江戸川区松江4-2 69.82 16 91,200

地域特別賃貸住宅 中層耐火 松江四丁目アパート（２号棟） 江戸川区松江4-21 69.82 12 91,200

地域特別賃貸住宅 中層耐火 南篠崎町五丁目アパート（２号棟） 江戸川区南篠崎町5-4 74.85 2 98,500

地域特別賃貸住宅 高層耐火 臨海町五丁目アパート（３号棟） 江戸川区臨海町5-1 69.84 100 83,100

地域特別賃貸住宅 高層耐火 柏町一丁目アパート（１０号棟） 立川市柏町1-12 63.01 1 80,300

地域特別賃貸住宅 中層耐火 武蔵野八幡町四丁目アパート（２号棟） 武蔵野市八幡町4-18 61.53 2 93,700

地域特別賃貸住宅 中層耐火 調布柴崎一丁目第２アパート（１号棟） 調布市柴崎1-31 69.97 9 86,700

地域特別賃貸住宅 中層耐火 調布柴崎一丁目第２アパート（２号棟） 調布市柴崎1-31 70.69 12 87,600

地域特別賃貸住宅 中層耐火 下石原一丁目アパート（１号棟） 調布市下石原1-8 69.84 10 79,400

地域特別賃貸住宅 高層耐火 調布深大寺東町八丁目アパート（１号棟） 調布市深大寺東町8-26 71.79 49 99,200

地域特別賃貸住宅 中層耐火 柳沢二丁目アパート（１０号棟） 西東京市柳沢2-8 69.84 40 83,100

地域特別賃貸住宅 中層耐火 保谷富士町一丁目第２アパート（１号棟） 西東京市富士町1-8 69.84 35 78,500

地域特別賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン愛宕団地（４-４０-１号棟） 多摩市愛宕4-40 66.71 1 78,900

地域特別賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン向陽台団地（３号棟） 稲城市向陽台4-5 59.00 23 57,400

地域特別賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン向陽台団地（３号棟） 稲城市向陽台4-5 69.67 72 67,800

地域特別賃貸住宅 中層耐火 多摩ニュータウン向陽台六丁目団地（１号棟） 稲城市向陽台6-9 67.56 40 69,700

地域特別賃貸住宅 中層耐火 多摩ニュータウン向陽台六丁目団地（１号棟） 稲城市向陽台6-9 73.33 10 75,600
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種 類 構 造 名 称 位 置
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（平方メートル）
戸数

（戸）
使用料

（円、月額／戸）

改良 高層耐火 白鬚東アパート（１８号棟） 墨田区堤通2-10 63.4 1 45,700

改良 高層耐火 東陽一丁目アパート（５号棟） 江東区東陽1-39 36.6 1 29,800

改良 中層耐火 阿佐ヶ谷北三丁目アパート（２５号棟） 杉並区阿佐谷北3-32 35.1 1 25,600

改良 中層耐火 浮間一丁目第２アパート（１号棟） 北区浮間1-12 48.1 1 38,700

改良 中層耐火 第４板橋富士見町アパート（１７号棟） 板橋区富士見町24-17 48.1 1 37,500

再開発 高層耐火 西大久保アパート（５号棟） 新宿区大久保3-9 43.9 1 37,300

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

特定公共賃貸住宅 高層耐火 四番町第２アパート（２号棟） 千代田区四番町6 52.81 8 151,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 四番町第２アパート（２号棟） 千代田区四番町6 63.77 6 182,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 高輪一丁目アパート（２号棟） 港区高輪1-15 79.75 23 177,300

特定公共賃貸住宅 中層耐火 高輪一丁目アパート（２号棟） 港区高輪1-15 82.25 3 182,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 高輪一丁目アパート（３号棟） 港区高輪1-15 76.31 2 169,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 北青山一丁目アパート（１号棟） 港区北青山1-6 71.25 2 196,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 北青山一丁目アパート（３号棟） 港区北青山1-6 71.24 2 195,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 北青山一丁目アパート（４号棟） 港区北青山1-6 63.42 27 174,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 北青山一丁目アパート（４号棟） 港区北青山1-6 63.61 18 174,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 北青山一丁目アパート（４号棟） 港区北青山1-6 72.97 24 200,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 北青山一丁目アパート（４号棟） 港区北青山1-6 73.77 27 202,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 港南四丁目第３アパート（１号棟） 港区港南4-2 64.60 2 136,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 港南四丁目第３アパート（４号棟） 港区港南4-2 56.17 1 118,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 港南四丁目第３アパート（４号棟） 港区港南4-2 57.48 1 121,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（１号棟） 港区台場1-3 65.99 2 121,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（１号棟） 港区台場1-3 70.96 2 130,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（１号棟） 港区台場1-3 75.50 3 138,800

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（１号棟） 港区台場1-3 79.96 2 147,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（１号棟） 港区台場1-3 103.32 2 190,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（１号棟） 港区台場1-3 104.67 2 192,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（６号棟） 港区台場1-5 58.08 4 106,800

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（６号棟） 港区台場1-5 76.42 1 140,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（６号棟） 港区台場1-5 81.05 5 149,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（６号棟） 港区台場1-5 90.61 16 166,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 台場一丁目アパート（６号棟） 港区台場1-5 107.01 4 196,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 百人町三丁目アパート（２号棟） 新宿区百人町3-30 75.35 2 154,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 本郷四丁目アパート（２号棟） 文京区本郷4-21 66.50 1 136,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 墨田一丁目第２アパート（４号棟） 墨田区墨田1-4 71.55 2 114,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 大島九丁目アパート（８号棟） 江東区大島9-7 64.02 1 103,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東雲二丁目第２アパート（１号棟） 江東区東雲2-7 65.76 4 103,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東雲二丁目第２アパート（１号棟） 江東区東雲2-7 71.64 22 113,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東雲二丁目第２アパート（１号棟） 江東区東雲2-7 73.85 1 116,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東雲二丁目第２アパート（１号棟） 江東区東雲2-7 78.81 11 124,300
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東雲二丁目第２アパート（１号棟） 江東区東雲2-7 79.89 12 126,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 塩浜二丁目第４アパート（８号棟） 江東区塩浜2-26 54.31 22 88,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 塩浜二丁目第４アパート（８号棟） 江東区塩浜2-26 62.90 42 103,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 塩浜二丁目第４アパート（８号棟） 江東区塩浜2-26 71.49 7 117,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 新砂三丁目アパート（１７号棟） 江東区新砂3-3 61.35 1 103,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 東が丘一丁目第３アパート（２１号棟） 目黒区東が丘1-10 52.62 1 116,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（５号棟） 目黒区八雲1-1 53.78 7 119,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（５号棟） 目黒区八雲1-1 56.57 8 125,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（５号棟） 目黒区八雲1-1 65.14 48 144,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（５号棟） 目黒区八雲1-1 77.13 7 170,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（６号棟） 目黒区八雲1-1 66.83 1 147,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（７号棟） 目黒区八雲1-1 53.78 5 119,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（７号棟） 目黒区八雲1-1 65.14 31 144,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（７号棟） 目黒区八雲1-1 68.90 6 152,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八雲一丁目アパート（７号棟） 目黒区八雲1-1 77.13 5 170,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 大森本町二丁目アパート（１号棟） 大田区大森本町2-2 62.86 40 111,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 大森本町二丁目アパート（１号棟） 大田区大森本町2-2 69.16 16 122,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 上鷺宮二丁目アパート（６号棟） 中野区上鷺宮2-4 66.40 1 116,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 和田一丁目アパート（１０号棟） 杉並区和田1-48 72.30 1 129,800

特定公共賃貸住宅 高層耐火 井草三丁目第３アパート（１８号棟） 杉並区井草3-4 63.11 1 106,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 浮間三丁目第５アパート（２６号棟） 北区浮間3-1 66.11 2 97,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 79.27 7 102,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 79.35 19 102,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 80.93 2 104,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 81.27 19 104,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 82.30 2 106,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 84.00 2 108,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 84.49 21 109,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 町屋五丁目第３アパート（３号棟） 荒川区町屋5-9 84.62 2 109,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 南千住四丁目アパート（３号棟） 荒川区南千住4-9 63.82 2 84,100

特定公共賃貸住宅 中層耐火 蓮根三丁目第３アパート（１９号棟） 板橋区蓮根3-16 69.34 1 115,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 西台一丁目アパート（３号棟） 板橋区西台1-15 63.13 1 82,100

特定公共賃貸住宅 中層耐火 西台四丁目アパート（３７号棟） 板橋区西台4-4 71.94 10 88,800

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

特定公共賃貸住宅 中層耐火 谷原三丁目アパート（２号棟） 練馬区谷原3-10 62.80 1 93,300

特定公共賃貸住宅 中層耐火 中村北四丁目アパート（４号棟） 練馬区中村北4-19 62.59 1 111,200

特定公共賃貸住宅 中層耐火 東大泉五丁目アパート（２号棟） 練馬区東大泉5-15 62.90 1 97,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 石神井町二丁目第３アパート（４号棟） 練馬区石神井町2-18 70.58 1 112,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 練馬二丁目第４アパート（３号棟） 練馬区練馬2-24 62.90 1 109,700

特定公共賃貸住宅 中層耐火 練馬関町南四丁目第２アパート（３号棟） 練馬区関町南4-22 70.58 1 105,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 豊玉北六丁目第２アパート（１１号棟） 練馬区豊玉北6-13 58.86 9 94,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 豊玉北六丁目第２アパート（１１号棟） 練馬区豊玉北6-13 60.79 8 97,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 豊玉北六丁目第２アパート（１１号棟） 練馬区豊玉北6-13 70.30 44 112,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 豊玉北六丁目第２アパート（１１号棟） 練馬区豊玉北6-13 70.57 9 113,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 足立二丁目アパート（１号棟） 足立区足立2-44 73.05 15 86,800

特定公共賃貸住宅 中層耐火 六月一丁目第４アパート（１号棟） 足立区六月1-1 84.53 1 94,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 六月一丁目第４アパート（２号棟） 足立区六月1-4 74.26 1 82,600

特定公共賃貸住宅 中層耐火 六月一丁目第４アパート（３号棟） 足立区六月1-3 74.26 1 82,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 西綾瀬三丁目第２アパート（１号棟） 足立区西綾瀬3-2 75.13 2 103,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 新田二丁目第２アパート（１号棟） 足立区新田2-2 63.11 12 73,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 新田二丁目第２アパート（２号棟） 足立区新田2-2 70.43 90 81,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 西水元五丁目アパート（１１号棟） 葛飾区西水元5-4 71.49 2 85,200

特定公共賃貸住宅 中層耐火 奥戸三丁目アパート（４号棟） 葛飾区奥戸3-17 75.09 1 99,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 61.82 7 80,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 73.28 5 95,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 75.89 1 99,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 76.06 2 99,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 76.60 1 99,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 77.16 5 100,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（１号棟） 葛飾区東四つ木4-44 79.67 5 103,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（２号棟） 葛飾区東四つ木4-44 61.82 3 80,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（２号棟） 葛飾区東四つ木4-44 73.28 5 95,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（２号棟） 葛飾区東四つ木4-44 75.89 1 99,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（２号棟） 葛飾区東四つ木4-44 76.92 4 100,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（２号棟） 葛飾区東四つ木4-44 77.16 6 100,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東四つ木四丁目アパート（２号棟） 葛飾区東四つ木4-44 79.67 5 103,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 南篠崎町五丁目アパート（７号棟） 江戸川区南篠崎町5-5 75.89 2 99,900
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

特定公共賃貸住宅 高層耐火 八王子石川町第２アパート（６号棟） 八王子市石川町1920 70.69 1 77,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン上柚木第２団地（３号棟） 八王子市上柚木3-19 59.94 15 50,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン上柚木第２団地（３号棟） 八王子市上柚木3-19 70.99 9 59,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン上柚木第２団地（３号棟） 八王子市上柚木3-19 71.86 20 60,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン上柚木第２団地（４号棟） 八王子市上柚木3-19 59.94 15 50,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン上柚木第２団地（４号棟） 八王子市上柚木3-19 70.99 9 59,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン上柚木第２団地（４号棟） 八王子市上柚木3-19 71.86 20 60,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 下連雀七丁目アパート（５号棟） 三鷹市下連雀7-10 70.85 2 112,400

特定公共賃貸住宅 高層耐火 中原三丁目アパート（２号棟） 三鷹市中原3-13 63.11 1 90,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 中原三丁目アパート（３号棟） 三鷹市中原3-12 81.13 1 116,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 中原三丁目アパート（４号棟） 三鷹市中原3-12 81.13 1 116,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 中原三丁目アパート（５号棟） 三鷹市中原3-12 75.08 1 107,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 新川一丁目アパート（１号棟） 三鷹市新川1-2 74.07 1 113,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 牟礼六丁目アパート（２３号棟） 三鷹市牟礼6-25 70.64 75 99,300

特定公共賃貸住宅 高層耐火 牟礼六丁目アパート（２３号棟） 三鷹市牟礼6-25 84.88 2 119,300

特定公共賃貸住宅 中層耐火 府中南町アパート（２５号棟） 府中市南町4-40 78.10 1 108,400

特定公共賃貸住宅 中層耐火 上川原町二丁目アパート（２号棟） 昭島市上川原町2-22 81.84 1 88,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 松原町一丁目第３アパート（１号棟） 昭島市松原町1-12 74.17 1 81,800

特定公共賃貸住宅 中層耐火 中神第２アパート（１０号棟） 昭島市中神町1282 69.31 1 78,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 拝島町三丁目アパート（１１号棟） 昭島市拝島町3-17 62.67 1 59,400

特定公共賃貸住宅 中層耐火 昭島東町一丁目アパート（２３号棟） 昭島市東町1-15 71.37 8 82,700

特定公共賃貸住宅 中層耐火 昭島東町一丁目アパート（２３号棟） 昭島市東町1-15 73.82 4 85,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 森野五丁目第３アパート（１号棟） 町田市森野5-28 70.26 1 94,300

特定公共賃貸住宅 中層耐火 高ケ坂アパート（１号棟） 町田市金森東1-28 64.47 1 82,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 高ケ坂アパート（５号棟） 町田市金森東1-28 64.47 1 82,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 森野四丁目アパート（１号棟） 町田市森野4-8 70.48 1 96,700

特定公共賃貸住宅 中層耐火 町田金森一丁目アパート（６号棟） 町田市金森1-20 70.12 1 103,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 町田金森一丁目アパート（７号棟） 町田市金森1-20 70.12 1 103,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 金森第８アパート（３号棟） 町田市金森4-8 70.17 1 88,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 金森第８アパート（４号棟） 町田市金森4-8 70.17 1 88,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 高ケ坂第２アパート（３号棟） 町田市高ヶ坂7-28 65.82 1 94,600

特定公共賃貸住宅 中層耐火 高ケ坂第２アパート（４号棟） 町田市高ヶ坂7-28 65.82 1 94,600

特定公共賃貸住宅 中層耐火 金森第１１アパート（２号棟） 町田市金森東3-5 64.47 1 91,900

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

特定公共賃貸住宅 中層耐火 金森第１１アパート（３号棟） 町田市金森東3-5 64.47 1 91,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 南大谷アパート（１号棟） 町田市南大谷264 70.74 1 93,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 南大谷アパート（２号棟） 町田市南大谷264 70.74 1 93,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 森野六丁目アパート（１号棟） 町田市森野6-62 69.51 1 97,200

特定公共賃貸住宅 中層耐火 町田小川アパート（１号棟） 町田市小川5-13 70.35 1 98,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 小川西町五丁目アパート（４号棟） 小平市小川西町5-39 63.11 2 79,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 花小金井四丁目アパート（３号棟） 小平市花小金井4-21 62.57 1 77,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 花小金井四丁目アパート（４号棟） 小平市花小金井4-21 62.57 1 77,000

特定公共賃貸住宅 中層耐火 日野大坂上三丁目アパート（１０号棟） 日野市大坂上3-11 75.80 1 90,900

特定公共賃貸住宅 中層耐火 日野大坂上三丁目アパート（１２号棟） 日野市大坂上3-11 75.39 1 90,400

特定公共賃貸住宅 中層耐火 日野新町一丁目アパート（６号棟） 日野市新町1-13 71.23 1 101,600

特定公共賃貸住宅 中層耐火 日野新町一丁目アパート（９号棟） 日野市新町1-13 77.68 1 110,800

特定公共賃貸住宅 中層耐火 日野栄町二丁目アパート（２号棟） 日野市栄町2-17 76.17 1 101,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東村山本町アパート（１２号棟） 東村山市本町4-7 63.01 1 71,600

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東村山本町アパート（２４号棟） 東村山市本町4-9 63.12 1 71,700

特定公共賃貸住宅 中層耐火 東村山本町アパート（７号棟） 東村山市本町4-11 70.84 1 80,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 東村山本町アパート（８号棟） 東村山市本町4-11 70.84 1 80,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 多摩湖町四丁目アパート（２号棟） 東村山市多摩湖町4-3 63.08 1 72,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 国分寺本町四丁目アパート（４号棟） 国分寺市本町4-17 78.08 1 129,700

特定公共賃貸住宅 中層耐火 国立北三丁目第２アパート（５号棟） 国立市北3-2 71.22 2 81,800

特定公共賃貸住宅 高層耐火 国立北三丁目第２アパート（６号棟） 国立市北3-1 63.11 48 72,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 国立北三丁目第２アパート（７号棟） 国立市北3-1 63.11 1 72,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 国立北三丁目第２アパート（９号棟） 国立市北3-1 63.11 55 72,500

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（１号棟） 国立市泉2-3 71.77 54 63,800

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（２号棟） 国立市泉2-3 71.65 36 63,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（３号棟） 国立市泉2-3 71.03 28 63,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（３号棟） 国立市泉2-3 71.99 28 64,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（３号棟） 国立市泉2-3 74.05 14 65,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（４号棟） 国立市泉2-3 71.65 72 63,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（５号棟） 国立市泉2-3 71.77 129 63,800

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（６号棟） 国立市泉2-3 63.11 2 56,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 泉二丁目アパート（６号棟） 国立市泉2-3 74.46 1 66,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東京街道アパート（３４号棟） 東大和市清原1-1 63.13 1 64,500
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慮
指
針
）
の

全
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

別
表
第
一
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
の
転
換
の
部
建
築
物
の
熱
負
荷
の
低
減
の
款
建
築
物
外
皮
の

熱
負
荷
抑
制
の
項
ア
中
「外

皮
平
均
熱
貫
流
率

」
を
「住

宅
部
分
の

外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
誘
導
基
準
及

び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
誘
導
基
準

（令
和
４
年
国
土

交
通
省
告
示
第
1106号

。
以
下

「住
宅
誘
導
仕
様
基
準

」と
い

う
。

）第
１
項
⑴
、
⑵
及
び
⑶
イ
に
適
合
す
る
こ
と
又
は
外
皮
平
均

熱
貫
流
率

」
に
改
め
、
同
部
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
款
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
直
接
利
用
の
項
ア
中
「２

方
向

」
を
「二

方

向

」
に
改
め
、
同
項
エ
中
「２

つ

」
を
「二

つ

」
に
、
「２

方
向

」

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

特定公共賃貸住宅 高層耐火 東京街道アパート（７号棟） 東大和市清原2-1 63.13 1 64,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 清瀬竹丘一丁目アパート（９号棟） 清瀬市竹丘1-12 70.91 1 93,200

特定公共賃貸住宅 高層耐火 清瀬野塩アパート（１９号棟） 清瀬市野塩2-387 63.26 2 67,700

特定公共賃貸住宅 高層耐火 中清戸四丁目アパート（６号棟） 清瀬市中清戸4-847 70.84 1 72,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 中清戸四丁目アパート（７号棟） 清瀬市中清戸4-847 70.84 1 72,000

特定公共賃貸住宅 高層耐火 村山アパート（１１０３号棟） 武蔵村山市緑が丘1460 63.06 1 68,300

特定公共賃貸住宅 中層耐火 多摩ニュータウン愛宕団地（３-２-１号棟） 多摩市愛宕3-2 68.61 1 81,100

特定公共賃貸住宅 高層耐火 多摩ニュータウン愛宕団地（３-５-１号棟） 多摩市愛宕3-5 73.50 1 86,900

特定公共賃貸住宅 高層耐火 関戸三丁目アパート（１号棟） 多摩市関戸3-2 72.60 1 89,800

特定公共賃貸住宅 中層耐火 瑞穂アパート（１６号棟） 瑞穂町むさし野1-3 71.39 15 52,500

特定公共賃貸住宅 中層耐火 瑞穂アパート（２６号棟） 瑞穂町むさし野1-5 63.13 1 46,400

特定公共賃貸住宅 中層耐火 瑞穂アパート（３２号棟） 瑞穂町むさし野1-5 63.13 1 46,400
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途
の

」
を
加
え
、
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
３

」
を
「住

宅

用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
３

」
に
改
め
、
同
項
イ
⑴
中

「主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
を
「住

宅
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
住
宅
専
用
駐
車
場
整
備
基

準

」
に
、
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
３

」
を
「住

宅
用
途
の

主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
３

」
に
改
め
、
同
項
イ
⑵
中
「主

た

る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
２

」
を
「住

宅
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設

に
お
い
て
、
２

」
に
改
め
、
同
項
ウ
⑴
中
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お

い
て
、
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
を
「住

宅
用
途
の
主
た
る
駐
車
施

設
に
お
い
て
、
住
宅
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
に
、
「主

た
る
駐
車

施
設
に
お
い
て
、
１

」
を
「住

宅
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い

て
、
１

」
に
改
め
、
同
項
ウ
⑵
中
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、

１

」
を
「住

宅
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
１

」
に
改
め
、

同
項
エ
⑴
中
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
専
用
駐
車
場
整
備
基

準

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
同
項

第
１
号
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
充
電
設
備
の
整
備
区
画
数
の
う
ち

住
宅
以
外
の
用
途
と
し
て
整
備
す
る
区
画
数

（非
住
宅
専
用
駐
車
場

整
備
基
準
と
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
に
、
「共

用
駐
車
場

」
の
次

に
「
（同

項
第
２
号
に
規
定
す
る
駐
車
施
設
の
う
ち
住
宅
以
外
の
用

途
と
し
て
整
備
す
る
区
画
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
」
を
加
え
、

「主
た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
４

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
４

」
に
改
め
、
同
項
エ
⑵
中
「う

ち
、

」
の
次
に
「住

宅
以
外
の
用
途
の

」
を
加
え
、
「主

た
る
駐
車

施
設
に
お
い
て
、
３

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設

に
お
い
て
、
３

」
に
改
め
、
同
項
オ
⑴
中
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お

い
て
、
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る

駐
車
施
設
に
お
い
て
、
非
住
宅
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
に
、
「主

「

 

建
築

物
上

に
お

け
る

樹
木

に
よ

る
緑
化

面
積
が

3
0
㎡

以
上
（

敷
地
面

積
が

1,
0
0
0
㎡

未
満

の
場
合
は

1
0
㎡

以
上

）

か
つ

建
築

物
上

の
緑

化
面

積
の

5
0％

以
上

の
面

積
で

あ
る
こ

と
。
 

２
 

」
を

「

 

建
築

物
上

に
お

け
る

樹
木

に
よ

る
緑
化

面
積
が

3
0
㎡

以
上
（

敷
地
面

積
が

1,
0
0
0
㎡

未
満

の
場
合
は

1
0
㎡

以
上

）
、

か
つ

、
建

築
物

上
の

緑
化

面
積

の
50
％
以

上
の

面
積

で
あ
る

こ
と
。
 

１
 

」
に
、

「

既
存

の
樹

木
に

よ
る

緑
化

面
積

が
50

㎡
以

上
（

敷
地

面
積
が

1
,
00
0
㎡
未

満
の

場
合

は
2
0
㎡
以

上
）

か
つ

幹
周

り
 

１
m
以
上

の
大

径
木

の
保

存
が

あ
る
こ

と
。
 

２
 

既
存

の
樹

木
に

よ
る

緑
化

面
積

が
30
0
㎡
以

上
（

敷
地

面
積

が
1,
0
0
0
㎡

未
満

の
場

合
は

1
0
0
㎡

以
上

）
で

あ
る
こ

と
。
 

２
 

 

」
を

「

 

既
存

の
樹

木
に

よ
る

緑
化

面
積

が
30
0
㎡
以

上
（

敷
地

面
積

が
1,
0
0
0
㎡

未
満

の
場

合
は

1
0
0
㎡

以
上

）
で

あ
る
こ

と
。
 

２
 

既
存

の
樹

木
に

よ
る

緑
化

面
積

が
50

㎡
以

上
（

敷
地

面
積
が

1
,
00
0
㎡
未

満
の

場
合

は
2
0
㎡
以

上
）

か
つ

幹
周

り

１
m
以
上

の
大

径
木

の
保

存
が

あ
る
こ

と
。
 

１
 

」
に
、

「

 

在
来

種
の

樹
木

に
よ

る
緑

化
面

積
が
次

の
①

及
び

②
に

定
め

る
基
準

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

①
 

高
木
（
東

京
に

お
け

る
自
然

の
保
護

と
回

復
に

関
す

る
条

例
施
行

規
則
（
平

成
13

年
３

月
16

日
規

則
第

3
9
号

。

以
下
「
自

然
保

護
条

例
施

行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

６
条

第
２

項
に
規

定
す

る
高

木
を

い
う

。
以
下

同
じ

。
）
に

よ
る

緑
化

面
積

が
樹

木
に

よ
る

緑
化

面
積
の

40
％
以

上
の

面
積
で

あ
る
こ

と
。
 

」
を

「

 

在
来

種
の

樹
木

に
よ

る
緑

化
面

積
が
次

の
①

及
び

②
に

定
め

る
基
準

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

①
 

高
木

（
東

京
に

お
け

る
自

然
の
保

護
と

回
復

に
関

す
る

条
例
施

行
規

則
（

平
成

13
年

東
京
都

規
則
第

3
9
号

）

第
６

条
第

２
項

に
規

定
す

る
高

木
を
い

う
。
以
下

同
じ

。
）
に

よ
る
緑

化
面

積
が

樹
木

に
よ

る
緑
化

面
積
の

4
0％

以

上
の

面
積

で
あ

る
こ

と
。
 

」
に

改
め
、
同
款
生
き
も
の
の
生
息
生
育
環
境
に
配
慮
し
た
緑
地
等
の
形

成
の
項
ア
中
「３

つ

」
を
「三

つ

」
に
改
め
、
同
項
イ
及
び
同
款
植

栽
に
よ
る
良
好
な
景
観
形
成
の
項
イ
中
「２

つ

」
を
「二

つ

」
に
改

め
、
同
款
生
き
も
の
の
生
息
生
育
環
境
に
配
慮
し
た
維
持
・
管
理
・

利
用
の
項
ア
中
「３

つ

」
を
「三

つ

」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「２

つ

」
を
「二

つ

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
気
候
変
動
へ
の
適
応
の
部
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
の

款
Ｅ
Ｖ
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｖ
用
充
電
設
備
の
設
置
の
項
ア
⑴
中
「規

定
す
る

電
気
自
動
車
充
電
設
備
設
置
基
準

」
の
次
に
「に

お
け
る
電
気
自
動

車
充
電
設
備
の
整
備

」
を
加
え
、
「主

た
る
駐
車
施
設
に

」
を
「住

宅
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設
に

」
に
、
「整

備
区
画
数

（専
用
駐
車

場
整
備
基
準

」
を
「整

備
区
画
数
の
う
ち
住
宅
用
途
と
し
て
整
備
す

る
区
画
数

（住
宅
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
に
、
「6ｋ

Ｗ
」
を

「６
ｋ
Ｗ

」
に
改
め
、
同
項
ア
⑵
中
「う

ち
、

」
の
次
に
「住

宅
用

「
 躯
体

に
お

い
て

、
点

数
２

の
配

慮
の
内

容
⑴

の
資

材
等

の
う

ち
、
一

つ
を

利
用

し
て

い
る

こ
と
。
 

」
に

改
め
、
同
款
躯
体
材
料
以
外
に
お
け
る
低
炭
素
資
材
等
の
利
用
の
項

ア
中

「

 躯
体

以
外

に
お

い
て

、
低

炭
素

資
材
の

う
ち

、
木

材
（

国
産

材
に
限

る
。
）
を

含
む

２
つ
以

上
を
利

用
し

て
い

る
こ

と
。

 
躯

体
以
外

に
お

い
て

、
低

炭
素

資
材
の

う
ち

、
２

つ
以

上
を

利
用
し

て
い

る
こ

と
。
 

躯
体

以
外

に
お

い
て

、
低

炭
素

資
材
の

う
ち

、
１

つ
を

利
用

し
て
い

る
こ

と
。
 

」
を

「

 躯
体

以
外

に
お

い
て

、
低

炭
素

資
材
の

う
ち

、
木

材
（

国
産

材
に
限

る
。
）
を

含
む

二
つ
以

上
を
利

用
し

て
い

る
こ

と
。

 
躯

体
以
外

に
お

い
て

、
低

炭
素

資
材
の

う
ち

、
二

つ
以

上
を

利
用
し

て
い

る
こ

と
。
 

躯
体

以
外

に
お

い
て

、
低

炭
素

資
材
の

う
ち

、
一

つ
を

利
用

し
て
い

る
こ

と
。
 

」
に
、

「

 躯
体

以
外

に
お

い
て

、
次

の
①

及
び
②

に
掲

げ
る

資
材

等
（

低
炭
素

資
材

に
該

当
す

る
も

の
を
除

く
。
）
の
う

ち
、

２
つ

以
上

を
利

用
し

て
い

る
こ

と
。
 

①
 
グ

リ
ー
ン

購
入

法
の

特
定

調
達

品
目
に

該
当

す
る

資
材

等
 

②
 
東

京
都
環

境
物

品
等

調
達

方
針

(
公
共

工
事

)
の
特

別
品

目
に

該
当
す

る
資

材
等

 
躯

体
以
外

に
お

い
て

、
点

数
２

の
配
慮

の
内

容
に

掲
げ

る
資

材
等
の

う
ち

、
１

つ
を

利
用

し
て
い

る
こ

と
。
 

」
を

「

 躯
体

以
外

に
お

い
て

、
次

の
①

及
び
②

に
掲

げ
る

資
材

等
（

低
炭
素

資
材

に
該

当
す

る
も

の
を
除

く
。
）
の
う

ち
、

二
つ

以
上

を
利

用
し

て
い

る
こ

と
。
 

①
 
グ

リ
ー
ン

購
入

法
の

特
定

調
達

品
目
に

該
当

す
る

資
材

等
 

②
 
東

京
都
環

境
物

品
等

調
達

方
針

（
公
共

工
事

）
の

特
別

品
目

に
該
当

す
る

資
材

等
 

躯
体

以
外

に
お

い
て

、
点

数
２

の
配
慮

の
内

容
に

掲
げ

る
資

材
等
の

う
ち

、
一

つ
を

利
用

し
て
い

る
こ

と
。
 

」
に

改
め
、
同
部
建
設
に
係
る
環
境
負
荷
低
減
へ
の
配
慮
の
款
建
設
時
Ｃ

Ｏ
２
排
出
量
の
把
握
・
削
減
の
項
イ
⑴
中
「一

部

（ア
⑵
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。

）
」
を
「全

部
又
は
一
部

」
に
改
め
、
同
款
建
設

副
産
物
の
有
効
利
用
及
び
適
正
処
理
の
項
ア
中

「

 

点
数

１
の

配
慮

の
内

容
①

及
び

点
数
２

の
配

慮
の

内
容

①
の

取
組
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、
建
設

汚
泥

を
発

生
さ
せ

な
い

又
は

発
生

し
た

建
設

汚
泥

を
全
て

現
場

内
に

お
い

て
自

ら
利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
建

設
工

事
発

注
の

仕
様

書
等

に
示

し
て

い
る

。
 

」
を

「

 点
数

１
の

配
慮

の
内

容
の

う
ち

、
①

の
取

組
を

行
う

こ
と
に

よ
り
、
建

設
汚

泥
を

発
生
さ

せ
な
い

こ
と

及
び

点
数

２
の

配
慮

の
内

容
の

う
ち

①
建

設
汚

泥
を

現
場

内
に

お
い

て
自

ら
利

用
す

る
こ

と
に

努
め

る
取

組
を

行
う

こ
と

に

よ
り
、
発
生

し
た

建
設

汚
泥
を

全
て
現

場
内

に
お

い
て

自
ら

利
用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、
建
設

工
事

発
注

の
仕

様
書

等
に

示
し

て
い

る
。

 

」
に

改
め
、
同
部
持
続
可
能
な
水
の
利
用
の
款
雑
用
水
利
用
の
項
ア
⑴
及

び
イ
中
「２

つ

」
を
「二

つ

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
生
物
多
様
性
の
保
全
の
部
緑
化
の
款
生
き
も
の
の
生
息

生
育
環
境
に
配
慮
し
た
樹
木
の
確
保
の
項
ア
中
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「

（
イ

）
窓

が
二

方
向

以
上

に
面

し
て

い
る

住
戸

数
（

戸
建

住
宅

の
場

合
は

室
数

）

[
戸

（
室

）
]

 
 
 
 
 
 
採

光
を

満
た

す
住

戸
の

割
合

[
％

]

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
[

戸
（

室
）

]

 
 
 
 
 
 
通

風
を

満
た

す
住

戸
の

割
合

[
％

]

（
ウ

）
換

気
口

又
は

窓
が

二
方

向
以

上
に

面
し

て
い

る
住

戸
数

（
戸

建
住

宅
の

場
合

は
室

数
）

」
に
、

「

（
エ

）
太

陽
熱

利
用

（
定

格
出

力
）

[
kW]

（
オ

）
地

中
熱

利
用

（
定

格
出

力
）

[
kW]

（
カ

）
（

ウ
）

以
外

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

の
詳

細
[

]

（
キ

）
（

ウ
）

（
エ

）
（

オ
）

（
カ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

定
格

出
力

）

[
kW]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

利
用

設
備

の
詳

細
[

]

[
kW]

[
倍

]
　

　
　

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
設

備
設

置
基

準
に

対
す

る
比

率

（
ク

）
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

の
設

置
合

計
容

量
（

定
格

出
力

）

」
を

「

（
エ

）
太

陽
熱

利
用

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

（
オ

）
地

中
熱

利
用

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

（
カ

）
（

ウ
）

以
外

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

の
詳

細
[

]

（
キ

）
（

ウ
）

（
エ

）
（

オ
）

（
カ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

利
用

設
備

の
詳

細
[

]

[
k
W
相

当
]

[
倍

]
　

　
　

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
設

備
設

置
基

準
に

対
す

る
比

率

（
ク

）
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

の
設

置
合

計
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
第
一
中

「

（
5
）

設
置

基
準

容
量

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

（
6
）

定
格

出
力

の
合

計
（

ア
、

イ
、

オ
、

キ
の

定
格

出
力

の
合

計
）

[
k
W
]

ア
 
特

定
建

築
物

等
に

お
け

る
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

設
置

量
（

定
格

出
力

）

[
k
W
]

（
ア

）
太

陽
光

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

（
イ

）
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

a
 
風

力
発

電
設

備
[

k
W
]

b
 
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

[
k
W
]

c
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
k
W
]

（
ウ

）
（

ア
）

及
び

（
イ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

定
格

出
力

）
[

k
W
]

a
 
バ

イ
オ

マ
ス

熱
利

用
設

備
[

k
W
]

b
 
太

陽
熱

利
用

設
備

[
k
W
]

c
 
地

中
熱

利
用

設
備

[
k
W
]

d
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
k
W
]

[
k
W
]

　
（

イ
）

太
陽

光
発

電
設

備
（

定
格

出
力

）
[

k
W
]

　
（

ウ
）

風
力

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

　
（

エ
）

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
（

定
格

出
力

）
[

k
W
]

　
（

オ
）

そ
の

他
の

設
備

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

ウ
 
ア

又
は

イ
の

措
置

が
実

施
で

き
な

い
理

由
[

]

エ
 
小

売
電

気
事

業
者

か
ら

供
給

を
受

け
る

電
気

（
イ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の

 
 
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

量
[

k
W
h
]

オ
 
エ

の
定

格
出

力
に

相
当

す
る

量
　

　
　

　
　

[
k
W
]

[
k
W
h
]

キ
 
カ

の
定

格
出

力
に

相
当

す
る

量
[

k
W
]

ク
 
エ

及
び

カ
の

措
置

に
お

い
て

、
継

続
的

に
当

該
措

置
を

実
施

す
る

計
画

の
有

無

イ
 
特

定
建

築
物

等
以

外
に

お
け

る
再

エ
ネ

発
電

設
備

設
置

容
量

（
定

格
出

力
）

　
（

ア
）

供
給

方
式

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

カ
 
特

定
建

築
物

に
お

い
て

使
用

す
る

環
境

価
値

の
量

（
エ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

[
有

・
無

]

」
を

「

（
5
）

設
置

基
準

容
量

（
定

格
出

力
）

[
kW]

（
6
）

定
格

出
力

の
合

計
（

ア
、

イ
、

オ
、

キ
の

定
格

出
力

の
合

計
）

[
kW]

ア
 
特

定
建

築
物

等
に

お
け

る
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

設
置

量
（

定
格

出
力

）

[
kW]

（
ア

）
太

陽
光

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

（
イ

）
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

a
 
風

力
発

電
設

備
[

kW]

b
 
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

[
kW]

c
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
kW]

（
ウ

）
（

ア
）

及
び

（
イ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

定
格

出
力

）
[

kW]

a
 
バ

イ
オ

マ
ス

熱
利

用
設

備
[

kW]

b
 
太

陽
熱

利
用

設
備

[
kW]

c
 
地

中
熱

利
用

設
備

[
kW]

d
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
kW]

[
kW]

　
（

イ
）

太
陽

光
発

電
設

備
（

定
格

出
力

）
[

kW]

　
（

ウ
）

風
力

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

　
（

エ
）

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
（

定
格

出
力

）
[

kW]

　
（

オ
）

そ
の

他
の

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

ウ
 
ア

又
は

イ
の

措
置

が
実

施
で

き
な

い
理

由
[

]

エ
 
小

売
電

気
事

業
者

か
ら

供
給

を
受

け
る

電
気

（
イ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の

 
 
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

量
[

kWh]

オ
 
エ

の
定

格
出

力
に

相
当

す
る

量
　

　
　

　
　

[
kW]

[
kWh]

キ
 
カ

の
定

格
出

力
に

相
当

す
る

量
[

kW]

ク
 
エ

及
び

カ
の

措
置

に
お

い
て

、
継

続
的

に
当

該
措

置
を

実
施

す
る

計
画

の
有

無

カ
 
特

定
建

築
物

に
お

い
て

使
用

す
る

環
境

価
値

の
量

（
エ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

イ
 
特

定
建

築
物

等
以

外
に

お
け

る
再

エ
ネ

発
電

設
備

設
置

容
量

（
定

格
出

力
）

[
有

・
無

]

　
（

ア
）

供
給

方
式

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

」
を

「

（
5
）

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

置
義

務
容

量
[

kW]

（
6
）

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
の

合
計

（
ア

、
イ

、
カ

、
ク

の
合

計
）

[
k
W
相

当
]

 
ア

 
特

定
建

築
物

等
に

お
け

る
再

エ
ネ

利
用

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

（
ア

）
太

陽
光

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

（
イ

）
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

a
 
風

力
発

電
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

b
 
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

c
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
k
W
相

当
]

（
ウ

）
（

ア
）

及
び

（
イ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

a
 
バ

イ
オ

マ
ス

熱
利

用
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

b
 
太

陽
熱

利
用

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

c
 
地

中
熱

利
用

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

d
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
k
W
相

当
]

[
k
W
相

当
]

　
（

イ
）

太
陽

光
発

電
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

　
（

ウ
）

風
力

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

　
（

エ
）

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

　
（

オ
）

そ
の

他
の

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

 
ウ

 
ア

又
は

イ
の

措
置

が
実

施
で

き
な

い
理

由
[

]

 
エ

 
小

売
電

気
事

業
者

か
ら

供
給

を
受

け
る

電
気

（
イ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の

 
 
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

量
[

k
W
h
/
年

]

 
オ

 
エ

の
う

ち
、

都
内

再
エ

ネ
電

力
利

用
割

合
分

を
除

い
た

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
量

[
k
W
h
/
年

]

 
カ

 
オ

の
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

　
　

　
　

　
[

k
W
相

当
]

[
k
W
h
/
年

]

 
ク

 
キ

の
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

　
[

k
W
相

当
]

 
ケ

 
エ

及
び

キ
の

措
置

に
お

い
て

、
継

続
的

に
当

該
措

置
を

実
施

す
る

計
画

の
有

無

 
キ

 
特

定
建

築
物

に
お

い
て

使
用

す
る

環
境

価
値

の
量

（
オ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

[
有

・
無

]

　
（

ア
）

供
給

方
式

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

 
イ

 
特

定
建

築
物

等
以

外
に

お
け

る
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）

」
に

改
め
、
同
様
式
第
二
中

「

（
イ

）
窓

が
2
方

向
以

上
に

面
し

て
い

る
住

戸
数

（
戸

建
住

宅
の

場
合

は
室

数
）

[
戸

（
室

）
]

 
 
 
 
 
 
採

光
を

満
た

す
住

戸
の

割
合

[
％

]

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
[

戸
（

室
）

]

 
 
 
 
 
 
通

風
を

満
た

す
住

戸
の

割
合

[
％

]

（
ウ

）
換

気
口

又
は

窓
が

2
方

向
以

上
に

面
し

て
い

る
住

戸
数

（
戸

建
住

宅
の

場
合

は
室

数
）

」
を

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
３

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る

駐
車
施
設
に
お
い
て
、
３

」
に
改
め
、
同
項
オ
⑵
中
「主

た
る
駐
車

施
設
に
お
い
て
、
２

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設

に
お
い
て
、
２

」
に
改
め
、
同
項
カ
⑴
中
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お

い
て
、
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る

駐
車
施
設
に
お
い
て
、
非
住
宅
専
用
駐
車
場
整
備
基
準

」
に
、
「主

た
る
駐
車
施
設
に
お
い
て
、
１

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る

駐
車
施
設
に
お
い
て
、
１

」
に
改
め
、
同
項
カ
⑵
中
「主

た
る
駐
車

施
設
に
お
い
て
、
１

」
を
「住

宅
以
外
の
用
途
の
主
た
る
駐
車
施
設

に
お
い
て
、
１

」
に
改
め
、
同
部
自
然
災
害
へ
の
適
応
の
款
自
然
災

害
発
生
時
の
対
応
力
向
上
の
項
ア
中

「

③
 

建
築

物
等

に
再

エ
ネ

発
電

設
備
、

蓄
電

池
、

Ｖ
２

Ｂ
充

放
電
設

備
又

は
Ｖ

２
Ｈ

充
放

電
設
備

の
う

ち
い

ず

れ
か

を
設

置
し

、
系

統
電

力
の

停
電
時

に
当

該
設

備
に

よ
り

、
使
用

者
等

一
時

滞
在

場
所

へ
電
力

供
給

（
電

源
コ

ン
セ

ン
ト

を
使

用
す

る
こ

と
が
で

き
る

電
力

供
給

を
い

う
。）

す
る

仕
組

み
を

導
入
し

て
い
る

。
 

  
」
を

「

③
 

建
築

物
等

に
再

エ
ネ

発
電

設
備
、

蓄
電

池
、

Ｖ
２

Ｈ
充

放
電
設

備
又

は
Ｖ

２
Ｂ

充
放

電
設
備

の
う

ち
い

ず

れ
か

を
設

置
し

、
系

統
電

力
の

停
電
時

に
当

該
設

備
に

よ
り

、
使
用

者
等

一
時

滞
在

場
所

へ
電
力

供
給

（
電

源
コ

ン
セ

ン
ト

を
使

用
す

る
こ

と
が
で

き
る

電
力

供
給

を
い

う
。）

す
る

仕
組

み
を

導
入
し

て
い
る

。
 

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
第
一
中

「

イ
 
住

宅
仕

様
基

準
[

]

（
2
）

設
備

シ
ス

テ
ム

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

の
低

減
に

関
す

る
基

準

ア
 
住

宅
用

途
B
E
I

[
]

イ
 
住

宅
仕

様
基

準
[

]

」
を

「

イ
 
住

宅
仕

様
基

準
等

[
]

（
2
）

設
備

シ
ス

テ
ム

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

の
低

減
に

関
す

る
基

準

ア
 
住

宅
用

途
B
E
I

[
]

イ
 
住

宅
仕

様
基

準
等

[
]

」
に
、

「

（
1
）

建
築

面
積

に
5
％

を
乗

じ
た

面
積

[
㎡

]

（
2
）

設
置

可
能

面
積

[
㎡

]

（
3
）

（
1
）

又
は

（
2
）

の
い

ず
れ

か
小

さ
い

面
積

×
0
.
1
5
k
W
/
㎡

[
kW]

」
を

「

（
1
）

建
築

面
積

に
5
％

を
乗

じ
た

面
積

（
設

置
基

準
面

積
）

[
㎡

]

（
2
）

設
置

可
能

面
積

[
㎡

]

（
3
）

（
1
）

又
は

（
2
）

の
い

ず
れ

か
小

さ
い

面
積

×
0
.
1
5
k
W
/
㎡

（
設

置
基

準
容

量
）

[
kW]

」
に
、
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「

（
イ

）
a
 
非

住
宅

用
途

B
E
I

[

　
　

　
b
 
非

住
宅

用
途

B
E
I
の

基
準

値
（

複
数

用
途

・
単

一
用

途
）

[
　

　
　

　
　

　
　

　
　

]

]

」
に

改
め
る
。附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
及
び
同
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
病
院
を
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

「
（

5
）

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

置
義

務
容

量
[

kW]

（
6
）

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
の

合
計

（
ア

、
イ

、
カ

、
ク

の
合

計
）

[
k
W
相

当
]

 
ア

 
特

定
建

築
物

等
に

お
け

る
再

エ
ネ

利
用

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

（
ア

）
太

陽
光

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
kW]

（
イ

）
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

a
 
風

力
発

電
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

b
 
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

c
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
k
W
相

当
]

（
ウ

）
（

ア
）

及
び

（
イ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

a
 
バ

イ
オ

マ
ス

熱
利

用
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

b
 
太

陽
熱

利
用

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

c
 
地

中
熱

利
用

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

d
 
そ

の
他

の
設

備
[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

[
k
W
相

当
]

[
k
W
相

当
]

　
（

イ
）

太
陽

光
発

電
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

　
（

ウ
）

風
力

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

　
（

エ
）

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

[
k
W
相

当
]

　
（

オ
）

そ
の

他
の

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

 
ウ

 
ア

又
は

イ
の

措
置

が
実

施
で

き
な

い
理

由
[

]

 
エ

 
小

売
電

気
事

業
者

か
ら

供
給

を
受

け
る

電
気

（
イ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

の

 
 
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

量
[

k
W
h
/
年

]

 
オ

 
エ

の
う

ち
、

都
内

再
エ

ネ
電

力
利

用
割

合
分

を
除

い
た

量
[

k
W
h
/
年

]

 
カ

 
オ

の
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

　
　

　
　

　
[

k
W
相

当
]

[
k
W
h
/
年

]

 
ク

 
キ

の
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

　
[

k
W
相

当
]

 
ケ

 
エ

及
び

キ
の

措
置

に
お

い
て

、
継

続
的

に
当

該
措

置
を

実
施

す
る

計
画

の
有

無

　
（

ア
）

供
給

方
式

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]

 
キ

 
特

定
建

築
物

に
お

い
て

使
用

す
る

環
境

価
値

の
量

（
オ

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

[
有

・
無

]

 
イ

 
特

定
建

築
物

等
以

外
に

お
け

る
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）

」
に

改
め
、
同
様
式
第
二
中

「

（
キ

）
窓

が
2
方

向
以

上
に

面
し

て
い

る
教

室
数

[
室

]

 
 
 
 
 
 
採

光
を

満
た

す
教

室
の

割
合

[
％

]

（
ク

）
換

気
口

又
は

窓
が

2
方

向
以

上
に

面
し

て
い

る
教

室
数

[
室

]

 
 
 
 
 
 
通

風
を

満
た

す
教

室
の

割
合

[
％

]

」
を

「

（
キ

）
窓

が
二

方
向

以
上

に
面

し
て

い
る

教
室

数
[

室
]

 
 
 
 
 
 
採

光
を

満
た

す
教

室
の

割
合

[
％

]

（
ク

）
換

気
口

又
は

窓
が

二
方

向
以

上
に

面
し

て
い

る
教

室
数

[
室

]

 
 
 
 
 
 
通

風
を

満
た

す
教

室
の

割
合

[
％

]

」
に
、

「

（
エ

）
太

陽
熱

利
用

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

（
オ

）
地

中
熱

利
用

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

（
カ

）
（

ウ
）

以
外

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
定

格
出

力
）

[
k
W
]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

の
詳

細
[

]

（
キ

）
（

ウ
）

（
エ

）
（

オ
）

（
カ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

定
格

出
力

）

[
k
W
]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

利
用

設
備

の
詳

細
[

]

[
k
W
]

[
倍

]

（
ク

）
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

の
設

置
合

計
容

量
（

定
格

出
力

）

　
　

　
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

設
置

基
準

に
対

す
る

比
率

」
を

「

（
エ

）
太

陽
熱

利
用

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

（
オ

）
地

中
熱

利
用

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

（
カ

）
（

ウ
）

以
外

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

（
太

陽
光

発
電

定
格

出
力

相
当

）
[

k
W
相

当
]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

発
電

設
備

の
詳

細
[

]

（
キ

）
（

ウ
）

（
エ

）
（

オ
）

（
カ

）
以

外
の

再
エ

ネ
利

用
設

備
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）[

k
W
相

当
]

　
 
 
 
 
そ

の
他

の
再

エ
ネ

利
用

設
備

の
詳

細
[

]

[
k
W
相

当
]

[
倍

]

（
ク

）
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

の
設

置
合

計
（

太
陽

光
発

電
定

格
出

力
相

当
）

　
　

　
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

設
備

設
置

基
準

に
対

す
る

比
率

」
に
、

「

（
イ

）
a
 
非

住
宅

用
途

B
E
I

[

　
　

　
b
 
非

住
宅

用
途

B
E
I
の

基
準

値
（

複
数

用
途

の
場

合
）

[
　

　
　

　
　

　
　

　
　

]

]

」
を
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別表

（１）救急業務に関し協力する旨の申出に基づき認定した病院

名　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 認　　定　　期　　間

東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1 令和6年12月1日から令和9年11月30日まで

東京山手メディカルセンター 新宿区百人町3-22-1 同日

東京科学大学病院 文京区湯島1-5-45 同日

社会福祉法人賛育会賛育会病院 墨田区太平3-20-2 同日

医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院 品川区東品川3-17-5 同日

医療法人社団大坪会三軒茶屋第一病院 世田谷区三軒茶屋1-22-8 同日

一般社団法人至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷5-19-1 同日

浜田山病院 杉並区浜田山4-1-8 同日

医療法人社団静山会清川病院 杉並区阿佐谷南2-31-12 同日

医療法人社団瑞雲会高田馬場病院 豊島区高田3-8-9 同日

医療法人財団明理会明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11 同日

医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院 北区志茂1-19-14 同日

花と森の東京病院 北区西ヶ原2-3-6 同日

荒木記念東京リバーサイド病院 荒川区南千住8-4-4 同日

医療法人財団同潤会富士見病院 板橋区大和町14-16 同日

医療法人社団明芳会イムス記念病院 板橋区常盤台4-25-5 同日

板橋区医師会病院 板橋区高島平3-12-6 同日

医療法人社団慈誠会東武練馬中央病院 板橋区徳丸3-19-1 同日

医療法人社団浩生会浩生会スズキ病院 練馬区栄町7-1 同日

東京女子医科大学附属足立医療センター 足立区江北4-33-1 同日

医療法人社団大坪会東和病院 足立区東和4-7-10 同日

名　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 認　　定　　期　　間

綾瀬循環器病院 足立区谷中2-16-7 同日

社会医療法人社団正志会平成立石病院 葛飾区立石5-1-9 同日

医療法人財団慈光会堀切中央病院 葛飾区堀切7-4-4 同日

医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 江戸川区東葛西6-30-3 同日

医療法人社団東光会八王子山王病院 八王子市中野山王2-15-16 同日

あけぼの病院 町田市中町1-23-3 同日

奥多摩町国民健康保険奥多摩病院 西多摩郡奥多摩町氷川1111 同日

公立阿伎留医療センター あきる野市引田78-1 同日

医療法人社団晃悠会むさしの病院 小平市小川東町1-24-1 同日

医療法人徳洲会武蔵野徳洲会病院 西東京市向台町3-5-48 同日

公益財団法人結核予防会複十字病院 清瀬市松山3-1-24 同日

（2）救急業務に関し協力する旨の申出を撤回した病院

名　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 撤　　回　　年　　月　　日

吉祥寺南病院 武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 令和6年8月31日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
三
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

公　

園　

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
亀
戸
中
央
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
六
年
十
二
月

一
日

（2）救急業務に関し協力する旨の申出を撤回した病院

名　　　　　　　　　　称 所　　在　　地 撤　　回　　年　　月　　日

吉祥寺南病院 武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 令和6年8月31日



16令和6年11月29日（金曜日）（第18197号） 東　京　都　公　報

規
　
　
　
則
（
教
）

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
常
勤
職
員
の
給
与
の
改
定
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
常
勤
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
当
年

度
の
時
間
額
を
基
準
と
し
て
、
常
勤
職
員
の
給
与
の
改
定
時
期
に

準
ず
る
時
期
に
見
直
す
も
の
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

変更箇所 拡大図 

亀 戸

九丁目

江戸川区

江東区

亀 戸

七丁目

亀 戸

八丁目

Ｎ

 

別
図 

東
京
都
立
亀
戸
中
央
公
園 

区
域
変
更
略
図 

 
 

 

変
更
箇
所 

江
東
区
亀
戸
八
丁
目
及
び
亀
戸
九
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 

変
更
前
の
区
域 

面
積 

一
〇
三
、
二
〇
五
・
三
四 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 

廃
止
区
域 

 
 

面
積 

 
 

 
 

 
 

八
・
七
三 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
後
の
面
積 

一
〇
三
、
一
九
六
・
六
一 

平
方
メ
ー
ト
ル 
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ド
で
納
付
さ
れ
る
東
京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例

（平
成
12年

東

京
都
条
例
第
100号

）及
び
東
京
都
事
務
手
数
料
条
例

（昭
和
24

年
東
京
都
条
例
第
30号

）に
基
づ
く
手
数
料

３　
指
定
日

令
和
６
年
12月
２
日

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九

年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
常
勤
職
員
の
給
与
の
改
定
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
常
勤
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
当
年

度
の
別
表
第
三
に
定
め
る
額
を
基
準
と
し
て
、
常
勤
職
員
の
給
与

の
改
定
時
期
に
準
ず
る
時
期
に
見
直
す
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
六

条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示
（
消
）

◉東
京
消
防
庁
告
示
第
５
号

地
方
自
治
法

（昭
和
22年

法
律
第
67号

）第
231条

の
２
の
３
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で、

東
京
都
会
計
事
務
規
則

（昭
和
39年

東
京
都
規
則
第
88号

）第
37条

の
３
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
11月
29日

東
京
消
防
庁

　
　
　
　
　
　
　

消
防
総
監　

吉　
田　

義　
実

１　
指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｓ
Ｂ
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

港
区
海
岸
一
丁
目
７
番
１
号

２　
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
消
防
庁
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
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